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理 由 

海上活動の安全対策及び監督体制の強化を求めるため。 



辺野古沖における船舶転覆事故を踏まえた海上活動の安全対策及び監督体制の強化を

求める意見書 

 

令和８年３月 16日、沖縄県名護市辺野古沖において船舶の転覆事故が発生し、修学旅行中

の高校生を含む尊い命が失われるという、極めて痛ましい事案が発生した。 

亡くなられた方々に対し、心より哀悼の意を表するとともに、負傷された方々の一日も早

い回復を願うものである。 

本件事故においては、波浪注意報が発令されていた状況下での出航や、当該船舶が法令に

基づく登録を受けていなかったことが指摘されており、海上活動における安全管理体制及び

法令遵守の在り方について重大な課題が浮き彫りとなった。 

また、教育活動の一環として実施された修学旅行において、十分な安全の確保が担保なさ

れないまま海上活動が行われた可能性があることは、看過できない問題である。 

さらに、こうした危険性が指摘され得る海上活動について、沖縄県としてその実態をどの

程度把握し、どのような指導・監督を行ってきたのかについては、極めて重要な検証が求め

られる。 

結果として重大事故に至った以上、従来の監督体制及び安全管理が十分に機能していたの

か、強い疑念を抱かざるを得ない。 

よって、本市議会は、本件事故を重く受け止め、再発防止と安全確保の徹底を図るため、

国及び沖縄県に対し、下記事項について強く要請する。 

 

記 

 

１ 海上活動における安全管理体制の徹底について 

気象状況の判断基準を明確化し、注意報・警報発令時における出航基準の厳格な運用

を徹底すること。 

 

２ 船舶運航に関する法令遵守の徹底について 

海上運送法等の関係法令に基づく登録・許可の有無について、関係機関による指導・

監督を強化し、無登録での運航が行われることのないよう徹底すること。 

 

３ 教育旅行等における安全確保の強化について 

修学旅行等における海上活動については、実施主体（学校・旅行会社等）に対し、運

航事業者の適格性及び安全体制の確認を義務付けるなど、安全確保のためのガイドライ

ンを強化すること。 

 

４ 沖縄県における監督責任の検証及び体制強化について 

危険性が指摘され得る海上活動の実態把握及び指導・監督の在り方について早急に検

証を行い、再発防止に向けた実効性ある監督体制の構築を図ること。 

 

５ 関係機関の連携強化について 

海上保安庁、地方自治体、教育機関、観光事業者等の関係機関が連携し、事故防止の

ための情報共有及び指導体制の強化を図ること。 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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